
別記様式４－１ 

消 防 用 設 備 等 設 置 計 画 書  

(あて先)                    年  月  日 

仙台市     消防署長 

届出者  住 所 

氏 名 

 下記第一の防火対象物に、下記第二の消防用設備等を消防法第１７条及び仙台市火災予防条例の規定により設置します。 

この計画書及び添付図書に記載の事項は事実に相違ありません。 

 
 
 
 
 
 
 

第 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 

防火対象物 

名   称 

 用   途  

構造・階数 耐・準・他   / 

工事場所     区 工事種別 新・増・改・用変 

設 計 者 

( 担当者 ) 

 着工予定日 

完成予定日 

    年  月  日 

年  月  日 

工事施工者 

( 担当者 ) 

 
棟建築面積  ㎡ 

階     別 階 階 階 階 階 階 階 階 

申 請 床 面 積          

申請以外の床面積          

合      計          

普通階・無窓階の別  普 ・ 無 普 ・ 無 普 ・ 無 普 ・ 無 普 ・ 無 普 ・ 無 普 ・ 無 普 ・ 無 

収 容 人 員          

用 途         

階 階 階 合     計 最高高さ m 最高軒高 m 

    ㎡ 高  さ m オートロック 有 ・ 無 

    ㎡ ガス種別 都市ガス ・ LPG ・ 無 

    ㎡ 建築設備 非常照明 ・ 非常用エレベーター（ ） 

普 ・ 無 普 ・ 無 普 ・ 無  
階段種別 

( )内は数を記入 

特避（   ） 外避（    ） 消内（    ） 

 

内避（   ） 屋外（   ） 屋内（   ） 

    人 

        項 

 
 
 
 

第 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二 

 
 
 
 

消 
 
 

火 
 
 

設 
 
 

備 

消 火 器  警 
 

報 
 

設 
 

備 

自動火災報知設備  消
火
活
動
上
必
要
設 

連結送水管  

屋内 消火 栓設 備  ガス漏れ火災警報設備  連結散水設備  

スプリンクラー設備  漏電 火災 警報 器  非常コンセント設備  

水噴 霧消 火設 備  消防機関へ通報する火災報知設備  排 煙 設 備  

泡 消 火 設 備  非常警報器具・設備 

(         ) 

 無線通信補助設備  

不活性ガス消火設備 

( CO2・N2・IG-  ) 

 総 合 操 作 盤  

避 

難 

設 

備 

避  難  器  具 

(          ) 

(         ) 

 特殊消防用設備等 

(         ) 

 

 ハロゲン化物消火設備  

粉 末 消 火 設 備  住宅用防災機器  

屋外消火栓設備(棟・敷地)  誘 導 灯  備考： 

 

 

動力消防ポンプ設備  誘 導 標 識  

令第２９条の４の設備等  

(           ) 

(           ) 

 消 防 用 水（ 棟 ・ 敷 地 ） ｔ 

消火ポンプ等の非常電源 

自家発 ・ 蓄電池 ・ 専用受電 ・ 燃料電池 

【備考】  １ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

２ 届出者が法人にあっては、名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入して下さい。 

３ 棟数ごとに提出して下さい。 

 ４ 防火対象物の見取図、配置図、仕上表、各階平面図、消防法施行令第１０条第１項第５号の無窓階に関する図書（普通階無窓階算定書、建具表、キ

ープラン等）、立面図、矩計図、火気使用箇所の詳細図、電気配線図、消防用設備等の設計図書（消火器具、避難器具等の配置図を含む。）及び消防局

長が必要と認める図書を添付して下さい。 

    ５ 第二の欄は、該当する設備に○印を、記載されていない設備を設置する場合は、設備名を記入し○印をして下さい。 

６ ※印欄は、記入しないで下さい。 

７ 第一の欄の「高 さ」には、建築基準法施行令第２条第１項第６号ロ（１２ｍ緩和）、ハによる数値を記入して下さい。 



※ 

受    付 摘    要 棟判定  

  構 造 耐火建築物・準耐火建築物・その他 

用 途 項 

令 ８ １号・２号   （           ） 

特例等 令３２・条４６ （           ） 

※ 

月 日  担当者 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


